日本ボッチャ協会公認Ｄ級審判員養成講習会 開催要項

１ 主 催 　宮﨑県ボッチャ協会


２ 協 力　 一般社団法人日本ボッチャ協会


３ 実施日  ２０２６年　   ５月１６日(土) ～ １７日(日)
· サポーター講習 　   ５月１６ 日(土)   １３：００～１５：００
· Ｄ級審判員養成講習　５月１７日(日) ９：００～１６：３０


４ 会 場 早水公園体育文化センター　サブアリーナ・文化施設 小会議室
         (都城市早水町３８６７　　TEL ０９８６－２４－６４５４)


５ 定 員 ３０名


６ 申込期間   ２０２６年　４月８日(水) ～ ５月１日(金)１８ 時
※ 申し込みが定員を超えた場合、締め切り後に参加者の調整を行う


７ 受講対象者 
以下の全てを満たす方
（1） ２０２７年に宮崎県都城市で開催される 日本のひなた 宮﨑障スポ大会(第２６回全国障害者スポーツ大会)ボッチャ競技において、審判員又は競技役員等として協力いただける見込みであること
(2)  受講後、日本ボッチャ協会の会員に登録し、全国障害者スポーツ大会や地区予選会、地域の大会等に公認審判員として継続的に活動する意志があること
(3)  障害の有無は問わないが、選手とのコミュニケーションが取れ、違反球の除去や計測は自身で正確かつ迅速に行えること
(4)  ２０２６年４月１日現在で１８歳以上であること
（5） サポーター資格（サポーター講習受講済）を有していること
（過去に、日本ボッチャ協会主催のサポーター講習会を未受講の場合は、１日目に開催するサポーター講習を受講すること）
(6)  対象の講習会に終日参加可能であること


８ 申込み方法 次の①、②の両方を行うこと
1   別紙「講習会申込書」を、宮崎県ボッチャ協会講習会担当へメール、　　ＦＡＸ又は郵送により提出する（提出先情報は、申込書に記載）
2   日本ボッチャ協会の「新規会員登録」を行う。（すでに会員登録が済んでいる場合は不要）
· 具体的な登録方法は別添を参照のこと
· 個人情報の登録のみであり、この時点で費用の支払いは発生しない


９ 受講料及び支払い方法
当講習会受講には受講料が必要
【受講料】１講習当たり ３，０００円（テキスト代、保険料）
※　サポーター講習とＤ級審判員養成講習を併せて受講する場合は
２講習分　以下の【支払方法を参照】
※　すでにＤ級以上の審判員資格を有している者は、２日目の審判員養成講習のみを受講（その場合、受講料は　１，０００円 とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　当日 受付での支払い

【支払い方法】①、②のどちらかの方法で納入
1  下記の口座へ振り込み
・振込期限 ５月１ 日（金）  ・振込手数料は各自負担
	金融機関名
	宮崎太陽銀行

	支店名
	門川支店

	支店番号
	０３４

	口座の種類
	普通口座

	口座番号
	１１４１２０２

	口座名義人
	宮崎県ボッチャ協会
代表者　　圖師　博規



2  講習会当日に受付にて現金で支払い
10 審判員資格の付与
・当講習を受講後、日本ボッチャ協会に審判員として登録すると、Ｄ級審判員資格が付与される
・登録には、当講習会受講料とは別に、年会費３，０００ 円が必要
· 資格を継続するためには毎年度 年会費納入が必要


11 講師
【サポーター講習】　　　（日本ボッチャ協会　より　講師２名）
【Ｄ級審判員養成講習】　（日本ボッチャ協会　より　講師２名）


12 スケジュール
サポーター講習
	開　催　日
	時　　　間
	内　　　　　容

	５月１６日
（土）
	１２：３０～
	受　　　　　付

	
	１３：００～１７：００
	講　　　　　習



Ｄ級審判員養成講習
	開　催　日
	時　　　間
	内　　　　　容

	
５月１７日
（日）
	８：３０～
	受　　　　　付

	
	９：００～１２：００
	講　　　　　義

	
	１２：００～１２：４５
	昼　食　・　休　憩

	
	１２：４５～１６：３０
	実　技　講　習




13 その他
（1）当日、体育館履き(室内用シューズ)を持参すること
（2）昼食・飲料は、各自で対応すること
（3）暑さが厳しいことが想定されるため、各自熱中症対策を講じること
　　　（当日、空調設備は稼働しない予定）
